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○議長（山本研一） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和

５年７月随時会議を開会します。 

午前９時００分 開議 

○議長（山本研一） 

７月随時会議の議事日程（案）につきましては、本日開催されました議会運営委

員会において決定されたものです。 

お手元に送付のとおりで、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

御異議なしと認め、７月随時会議の議事日程につきましては、議事日程表のとお

り、決定いたしました。 

なお、本随時会議においてマスクの着用については、議員、町執行者側ともに、

御本人の判断といたします。 

直ちに日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。開成町議会会議規則第１２２条の

規定により、議長において、７番、今西景子議員、８番、寺野圭一郎議員の両名を

指名します。 

日程第２ 議案第３２号 工事請負契約の締結について（令和５年度開成町福祉

会館空調システム更新工事 設計・施工一括発注方式）を議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。令和５年度開成町福祉会館空調システム更新工事 設計・施工一括発

注方式の工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。よろしくお願いい

たします。 

○議長（山本研一） 

細部説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、議案第３２号 令和５年度開成町福祉会館空調システム更新工事 設

計・施工一括発注方式の請負契約締結につきまして御説明いたします。 

契約の目的は、令和５年度開成町福祉会館空調システム更新工事、設計・施工一

括発注方式となります。 

契約の方法は、公募型プロポーザル方式による随意契約。契約金額は１億９，４

４８万円。契約の相手方は、株式会社神成工業開成営業所。工期は、議会議決の日
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から令和６年３月１５日までとなります。 

次のページをご覧ください。事業概要書になります。 

事業概要につきましては、１として、空調設備の設計業務。２として、空調設備

の工事。内容は、機器設備工事、冷媒配管設備工事、ドレン配管設備工事、ダクト

設備工事、自動制御設備工事、電気設備工事、及び既存設備撤去工事になります。

また３として、工事の施工監理業務となります。 

次に公募型プロポーザルの審査結果を申し上げます。今回の公募型プロポーザル

には、１者の参加表明がございましたので、対象事業者による空調システムの更新、

設備の不具合解消後の快適な環境の提供に対する技術提案、また、施設に対して有

効かつ、最良の提案などにつきまして、プレゼンテーションを実施しました。プレ

ゼンテーションでは、対象事業者からの提案に加え、更新後の維持管理や、これま

での工事実績、本件事業に対する実施体制などがございました。その後の審査委員

との質疑応答を経て、対象事業者からの提案が、本町の要求水準に達しているもの

と判断ございましたので、当該事業所が優先交渉者に決定されたものでございます。 

今回の契約につきまして、御審議をいただいた後、契約締結が決まりましたら、

速やかに契約者と、工事の進め方や、工程などの調整を行っていきたいと考えてお

ります。 

また、今後の工事の進捗状況などにつきましては、議会の皆様にも適宜御報告を

差し上げたいと考えております。 

御説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本研一） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

１１番、前田議員。 

○１１番（前田せつよ） 

１１番議員、前田せつよでございます。 

ただいまの議案について質問をさせていただきます。事業概要の中に、３番工事

施工管理業務というところに関わり、また期間が工事期間ということで、１ページ

目にお示しのあったとおり、これが議会で締結されれば、８か月後、３月いっぱい

までの間の工事になるわけでございますが、この特に空調に関してでございますが、

これに関わるのは町の担当課、また開成町福祉会館指定管理者と、それと工事請負

業者と３者の中でこの工事が順当に行われていくところのものであると認識をし

ておりますが、実は開成町福祉会館の予約についてのお知らせというのが、今福祉

会館の窓口にて、予約に行った者に配布されているという事実がございます。その

中に、施設利用日の３か月前から１か月前に利用の予約が短くなったということと、

特に注視されるところでは、この８か月間の間に、利用可能であっても、空調、ま

さしく空調設備です。空調(エアコンが利用できない場合もありますので、あらか

じめ御了承ください)という紙媒体のものが配布されております。 

この空調エアコンが利用できない場合に、この利用、８か月における工事期間に
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ついて、どのような対応をするというのか、工事施工者とのプレゼンテーションに

おいて、その内容についても、触れたものがございましたらここで御説明を求めた

いと存じます。 

○議長（山本研一） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それではお答えをさせていただきます。 

現時点におきましてまず工事の詳細な工程については決まっておりませんので、

利用ができる部屋が、どの部屋がいつ利用ができなくなるのかなどについては、現

時点では未確定でございます。 

ただ一方で、今議員おっしゃられたように使えなくなる期間、空調が使えなくな

る期間は存在しますので、そちらにつきましては、この契約締結後におきまして契

約業者等と調整をした中で対応してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（山本研一） 

１１番、前田議員。 

○１１番（前田せつよ） 

１１番議員、前田せつよでございます。 

先ほど御案内しましたように既に福祉会館の紙媒体におきましては、令和５年８

月から当面の間、福祉会館空調システムの更新修繕が実施されますと、断言の文章

が、もう町内で配布されているという事実がございます。 

その辺も、町民の方に不安ですとか、一体、福祉会館のある一室を借りたけれど

も、途中でエアコンが止まっちゃったらどうしようかとか、様々御不安の声もあろ

うかと想像ができるわけでございます。 

よかれと思って福祉会館指定管理者は先んじてこのような紙媒体を配布したとい

うことでその辺の心遣いは重々分かるものですね。 

議会のこの決定をもって、８月から当面の間工事が始まるという、この事実より

も先に走ってしまったということにつきましても、担当課としまして、しっかりと

この指定管理者と、まずやり取りをしてその後、この施工業者とも、８か月の間、

町民にとりましても、不安、またその使用について不具合が起きないように十分な

努力、対応をしていただきたいというふうに思いますが、いかがでございましょう

か。 

○議長（山本研一） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

お答えをさせていただきます。 

議員、おっしゃられますとおり、確かに利用者に対して、こちらの方でしかるべ

き対応ができるように、業者並びに指定管理者と共に調整をしながら、適切な対応
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をしてまいりたいと考えてございます。 

以上であります。 

○議長（山本研一） 

そのほかに質疑はございませんか。 

９番、佐々木委員。 

○９番（佐々木 昇） 

今の質問とちょっと似たような質問になっちゃうかもしれませんけれども、福祉

会館は災害時に要援護者用の避難所ということになっておりますけれども、この辺

についてプロポーザルで、業者さんから何か提案とか、そういうのがあったのかち

ょっとお聞かせください。 

○議長（山本研一） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

お答えをさせていただきます。 

福祉避難所になっている場合の対応につきましてですが、特にプレゼンテーショ

ンの中では、そこの部分に限定した触れ方はしてございませんけれども、当然その

工事の期間内における、先ほどの質問にもございましたとおり、工事の期間内にお

ける部屋の利用につきましては、適切な対応をしてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

○議長（山本研一） 

９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木 昇） 

今は全国的に水害非常に多くなって、開成町でも以前、福祉会館が避難所として

開設した件もございますので、ぜひその辺しっかりと対応これから考えていくとい

うことですけども、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

この計画非常に町民のためを思ってやってくださるというのは、いいことなんで

すけれども、そもそも、まず、この事業計画、もっと早くこういう計画ができなか

ったのか、まずそれをちょっとお聞きしたいです。 

○議長（山本研一） 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

お答えします。 

福祉会館の空調への改修の工事の関係、いわゆる福祉会館自体は、かなり経年劣

化、大規模修繕の時期を迎えているという形で町としては承知してございました。 
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その中でいうと、総合計画、いわゆる公共施設のそういった計画の中で、いつ時

点でやっていこうかということについては、検討する時期という形では持っており

ましたが、時期としては、正直今のこの時期ではなくてもう少し先の段階で実施す

べきだろうというようなことで考えておりました。 

ですが、ここで空調設備に関しては不具合というものが発生した関係というもの

があって、そこは全体的な大規模改修というよりも空調設備これ利用者さんに大変

大きな影響が出ますので、この段階での改修という形で実施をさせていただくとい

うところでございます。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

先のよりももっと早く実際やって始めたんだよということなので、それは理解い

たしました。 

先ほど来、同僚議員の方からいろいろこの間に対して３月までの間に関して、福

祉会館の利用に対して支障はないよということで、そういうことはしっかりと対応

してというような答弁がありましたから、それはそれでお願いしたいと思いますけ

れども、私、この方に関してはもうちょっと早くできないかなということで質問し

ようと思いますけども、そういう形で、前倒しでやっているんだよということを答

弁をもらいましたので、しっかりとそういうことを対応していただきたいと思って

ます。 

またちょっと飛躍するかもしれませんけれども、町長が提案している駅前通り線

を含めた複合施設等々の考えておりますけれども、そういうことにこういうちょっ

と飛躍するかもしれません。これにしっかりと福祉会館にお金をかけてしっかりと

いいものを、改修していくということは承知しておりますけれども、それと将来、

複合施設の中に福祉会館的なものは、その中に含まれていかないような考えを持っ

ているのか、今の中で答えられないかもしれませんけども、ちょっと議長に叱られ

るような質問してしまいますけれども、もし何かお話ができれば、していただきた

い。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

駅前通り線沿線に構想を描いております複合施設に関しましては、中身等、もし

くは時期等はまさにこれからということでありますが、それと福祉会館をはじめと

する公共施設の老朽化問題というのは、当然密接に関わってくるとは承知しており

ます。 

町全体として将来像を描いた上で、どのような機能が、どのぐらいの大きさでい

つまで必要になるかというのも、これまでも公共施設管理計画、個別の計画も策定
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しておりますが、それを改めて検証する中で、全体の中での統廃合も含めて、これ

から検討させていただきたいと思っておりますし、その際には町民の皆様はじめ、

もちろん議員の皆様にもいろいろと御意見いただきながら、諮りながら進めさせて

いただければと思います。 

ですので、こと福祉会館の機能が駅前通り線の構想の中での福祉複合施設に入る

か否かとかということについては、またこれから考えさせていただければと思いま

す。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

よろしいですか。 

ほかに質疑ございますか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

ないようですので、続いて討論を行います。 

討論のある方はいらっしゃいますか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第３２号 工事請負契約の締結について（令和５年度開成町福祉会館空調シ 

ステム更新工事 設計・施工一括発注方式）、原案に賛成の方は賛成ボタンを、

反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませんか。採

決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（山本研一） 

採決の結果、賛成全員によって同意しました。 

以上をもちまして、本７月随時会議に付議された案件の審議は全て終了いたしま

した。 

これにて散会いたします。 

皆様大変お疲れさまでした。 

午前９時１８分 散会 
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